
添付❶ 
 

本人確認書類の写し 添付用紙 
 

次のいずれか 1点の写し 

・マイナンバーカード（表面のみコピーしてください） 

・運転免許証 

・旅券 

・健康保険証（資格確認書） 

・年金手帳 

 

貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
コピーは白黒でかまいません 
 

 

マイナンバーカードの場合（表面のみ） 

運転免許証の場合 



添付❷ 

領収書等の写し 添付用紙 
 

 

貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収書の様式は問いませんが、次の内容が記載されているものとします。 

①宛名（申請者本人の氏名） 

②領収金額（税抜額が分かる又は消費税及び地方消費税相当額の記載がある） 

③領収年月日 

④購入した製品名、品番（型番）、単価、個数 

⑤販売店等の名称及び所在地 

 

※領収金額に補助対象外経費（対象外の家電製品の購入費や家電リサイクル料、消費税及び

地方消費税の額など）が含まれている場合は、その内訳を明記又は内訳がわかるものを添

付してください。 

※販売店の所在地の記載について、例えば、「○○湯梨浜店」のように、店名等で湯梨浜町

内に所在すること分かる場合は、所在地の記載がなくても構いません。 

※領収書への押印は必須ではありませんが、偽造防止にご協力をお願いしています。 

※５万円以上の領収書等には、収入印紙が貼られている必要があります。ただし、申告納付

の特例制度の税務署長承認を受けている場合又はクレジットカードで支払ったことが明記

されているものは不要です。 

※クレジットカードで支払った場合は、支払区分が「一括払い」と明記されたものの写しも

合わせて提出してください。 
   

領収金額が 5万円以上の場合 

（印紙税申告納付承認又はクレジットによる一括払いを除く） 

押印は必須ではありませんが、偽造防

止のためご協力をお願いしています。 



添付❸ 

製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 添付用紙 

 
 対象製品の製造会社名、製品名、品番又は型番のほか、交付申請者の氏名、
住所及び購入年月日が記載されたもの 
 
※氏名及び住所を記載する欄がないものは、余白に氏名等を自書してください。 
※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行する保証書の原本を添
付する必要はありません。 
 

 

貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○製造会社（メーカー）が発行した保証書の写し 
 

製造会社（メーカー）名、製品名、品番（型番）がわかるもので、購入者の情報

（交付申請者の氏名、住所、購入年月日等）が記載されたもの 

※氏名を記載する欄がないものは、余白に氏名を自署してください。 

※販売店等の印の有無は問いません。また、販売店から発行されるものは不要です。 
  

 

交付申請者及び販売者の情報が記載されたも

のを提出してください。 

品番（型番）のわかる記載 

製造会社（メーカー）のわかる

記載 



添付❹ 

振込先口座が確認できる交付申請者の通帳等の写し 
 
申請者本人の通帳、キャッシュカード等の写しを添付してください。 
 

 

貼付欄 

 

通帳の表紙をめくり、店舗名、記号、番号の記載があるページをコピーして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピーは、白黒でかまいません。 

 
  

 

【紙の通帳がない場合】 

Web 通帳の場合は、インターネットバンキングの取引画面の写真又はキャッシュカードの

コピーなど、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるものを貼り付けてください。

口座情報をダウンロード等できる場合もあります。詳しくは取引銀行のページをご確認く

ださい。 

 

ユリハマ タロウ サマ 

ユリハマ タロウ 

ゆうちょ銀行の場合は、ここの記載が写るように
してください 

一般的な銀行通帳の場合 

※申請者本人名義の通帳に限ります 



添付❺ 
エアコン又は電気冷蔵庫を買い換えた方のみ 

特定家庭用機器廃棄物管理票の写し 

 
 特定家庭用機器廃棄物管理票とは「リサイクル券」のことです。5枚複写
のうち 4枚目が「排出者控」となっていますので、その写しを添付してくだ
さい。 
 

 

貼付欄 

（実物は大きいため、横にして貼っていただいても構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○買い換えたことを証明する書類等 
 

・エアコン又は電気冷蔵庫を買い換えた場合 

 家電リサイクル法の規定により、エアコンや電気冷蔵庫を処分する

ためにリサイクル料金を支払う必要があり、その際、特定家庭用機器廃

棄物管理票（リサイクル券・5 枚複写のうち 4 枚目が「排出者控」）が

作成されますので、その写しを提出してください。 

 氏名欄は、「交付申請者の氏名」としてください。 

  
 

湯梨浜 太郎 

写し（コピー）は白黒で構いません 



添付❻ 
LED照明器具を買い換えた方のみ 

買い換え前後の機器の設置状況等が分かる写真 

 
※LED照明器具を複数買い換えられた方は、1台ごとにこの添付用紙を作成してください。 

 

買い換え（設置）前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※買い換え前の写真は LED照明器具でないことが確認できるもの 

 

買い換え（設置）後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

撮影例 

撮影例 

照
明
器
具
は
、
カ
バ
ー
を
外
し
た
状
態
で
撮
影
し
て
く
だ
さ
い
。 


